
H22.09.01改

人数 ３０人未満 ３０～４９人 ５０～９９人 １００～１９９人 ２００～２９９人 ３００～４９９人 ５００人以上
月額報酬 ３０,０００円 ４５,０００円 ６０,０００円 ８０,０００円 １００,０００円 １３０,０００円
消費税 １,５００円 ２,２５０円 ３,０００円 ４,０００円 ５,０００円 ６,５００円

人数 ３０人未満 ３０～４９人 ５０～９９人 １００～１９９人 ２００～２９９人 ３００～４９９人 ５００人以上
月額報酬 ２０,０００円 ３０,０００円 ４５,０００円 ６５,０００円 ８５,０００円 １１０,０００円
消費税 １,０００円 １,５００円 ２,２５０円 ３,２５０円 ４,２５０円 ５,５００円

人数 １０人未満 １０～１９人 ２０～２９人 ３０～４９人 ５０～６９人 ７０～８９人 ９０～１１９人
月額報酬 ２０,０００円 ３０,０００円 ４０,０００円 ６０,０００円 ８０,０００円 １００,０００円 １３０,０００円
消費税 １,０００円 １,５００円 ２,０００円 ３,０００円 ４,０００円 ５,０００円 ６,５００円
人数 １２０～１４９人 １５０～１９９人 ２００～２４９人 ２５０～２９９人 ３００～３９９人 ４００～４９９人 ５００人以上

月額報酬 １６０,０００円 ２００,０００円 ２４０,０００円 ２８０,０００円 ３４０,０００円 ４００,０００円
消費税 ８,０００円 １０,０００円 １２,０００円 １４,０００円 １７,０００円 ２０,０００円

言の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬

（注３）労働基準法など労働諸法令に基づく書類の作成、申請等の代理・代行は別途報酬となります。
（注４）労働・社会保険（労災保険、雇用保険、労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法）に関す
　　　る相談、各種書類の作成、手続代理・代行に関しては、「手続顧問」報酬となります。
（注５）就業規則の作成、人事制度の構築、労務監査、社外相談窓口等の受託は、別途報酬となります。

受託業務から、「④人事制度の運用及び改善に関する相談・助言」の業務を除いた場合の報酬

　　　（注１）～（注６）は、上記Ａ）に同じく

Ｂ）

（注６）労働基準監督署の調査立ち会い、個別労働紛争のあっせん代理人業務などは別途報酬となります。

別途協議

労働・社会保険(労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法)に関して、

事業主が行政機関等に提出する書類の作成、申請の提出代行若しくは代理並びに労働・社会保険に関する相談・助

　　１）受託業務の概要
就業規則、附属諸規程の運用や改定に関する相談・助言

②

③ 労務管理様式に関する相談・助言及びひな型の提供

日常の労務管理及び労働法令に関する相談・助言

労働諸法令の改正、職場環境の変化などに伴う就業規則や附属諸規程の改定、及び運用のなかで発生する諸
事項に関する相談・助言

社員の採用、労働条件、労働条件の変更、退職、解雇など、日常の労務管理のなかで発生する実務事例及び
労使トラブル等に関する相談・助言

①

別途協議

２，手続顧問（手続代理・代行）

採用通知書、雇用契約書、時間外許可届、各種休暇届、各種労使協定など、日常の労務管理で必要となる各
種様式に関する相談・助言及びひな型の提供

（注２）事業所訪問を前提にする場合は、訪問回数に応じて別途報酬が加算となります。

事務所ﾆｭｰス、Ｗｅｂ事務所通信など、人事・労務管理実務、労働・社会保険法令の改正情報とその解説などを、原

上記の受託業務①～⑤を、月を単位とし継続的に受託する場合の報酬（文書、書類、申請書等の作成、申請代
理、代行は含まない、ご依頼の場合は別途報酬となります。）

　　　（注１）パート（短時間勤務者）などで、社会保険の資格取得要件に該当しない場合に限り２人で１人と数えます。
　　　（注２）多店舗などで、同一法人であるが一部行政窓口を異にする場合は５０％の範囲内で加算させていただきます。

社会保険労務士法人 すずき事務所

報酬規定
2010/9/1　改定

１、労務顧問（相談・助言）

相談・助言は電話、メール、ファックスによります。但し、相談内容に特段の事情がある場合は面談でも対応します。

人事･労務管理、労働法令の改正情報や解説などの提供

別途協議

則として月２回以上提供

　２）労務顧問報酬

④ 人事制度の運用及び改善に関する相談・助言
等級制度、評価制度、目標による管理制度、賃金制度など人事制度の運用のなかで発生する諸事項及び人事
制度改善に関する相談・助言

（注１）支社、営業所、店舗など出先事業場を要する場合は、出先１件あたり１万円の範囲内で別途加算となります。

Ａ）

⑤
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H22.09.01改

人数 ３人未満 ３～４人 ５～９人 １０～１４人 １５～１９人 ２０～２９人 ３０人以上
月額報酬 ２０,０００円 ２５,０００円 ３０,０００円 ３５,０００円 ４０,０００円 ５０,０００円 労務顧問、手

消費税 １,０００円 １,２５０円 １,５００円 １,７５０円 ２,０００円 ２,５００円 続顧問による。

使用ソフト

使用ソフト

使用ソフト

４，給与計算

1

３，包括顧問（原則として１０人未満事業所が対象）

　休日労働、深夜時間数等を算出

勤怠データ計算
　タイムカードなど勤務情報をお預かりし、労

作業の内容

1０，５００円/月

　　　（注５）新規受託は､現況チェック及び各種データ登録費用として、報酬１ヶ月分の範囲内で別途受領いたします。

　　　（注３）建設業関連業種の場合は、５０％の範囲内で加算させていただきます。
　　　（注４）社会保険算定届及び労働保険確定概算申告には、各々報酬１ヶ月分の範囲内で別途受領いたします。

勤怠データの計算、確認報酬

１人　　５２５円/月

１人　　５２５円/月

　　　（注１）給与計算の受託は、１．労務顧問、２．手続顧問、３．包括顧問のいずれかと合わせた受託となります。給与計算の

メール給与

メール給与 １人　　３１５円/月

１人　　１，０５０円

　集計された勤怠データをお預かりし、欠

　勤日数、有給休暇、時間外・休日労働

メール給与

（勤怠メールソフト使用）

2

　働日数、欠勤日数、有給日数、時間外・

３）

1
　計算し、給与支給明細書、振込依頼書

　など各種帳票を作成、提供
１０，５００円/月

１５，７５０円/月
給与月次計算
　変動情報や入退社情報などに基づき

　賞与支給明細書や振込依頼書、支給

　　　（注２）個人別明細を給与袋に出力し提供する場合は、給与袋の実費相当額を別途受領致します。

2

１０，５００円/月
　明細一覧など各種帳票を作成、提供

基本料（消費税込み）

標準給与

1

1０，５００円/月 １人　　１，０５０円/月

１人　　１，０５０円/月

１５，７５０円/月

人数加算（消費税込み）

給与月次計算の報酬

標準給与

１人　　１，０５０円/月

作業の内容

標準給与

賞与計算

作業の内容
　業務を当事務所に移管する為に、現状の

３１，５００円

標準給与

　、２～３ヶ月間の平行運用テスト

　理解、会社、社員マスター（情報）の登録

スタートアップ報酬

人数加算（消費税込み）基本料（消費税込み）

１人　　１，０５０円/月

　賞与支給データに基づき計算を行い、

労働・社会保険法令(労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法)に基

人事・労務管理に関する相談・助言の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬

標準給与 1０，５００円/月

標準給与

１人　　１，０５０円/月

　時間数、深夜時関数等を検算

勤怠データの点検

スを提供します。　給与月次計算から関連する業務までを継続的に受託する場合の報酬です。

１人　　３１５円/月

１）

５２，５００円 １人　　１，０５０円

　年度内経過月の給与、賞与データの登

メール給与

基本料（消費税込み）

　　　（注６）関係官庁などの調査の相談・立ち会は、別途報酬（９，その都度報酬）となります。

づき、事業主が行政機関等に提出する書類の作成、申請の提出代行若しくは代理並びに労働・社会保険諸法令及び

2
　録、入力

２）

メール給与

人数加算（消費税込み）

メール給与

当事務所の給与計算は、受託事業所規模を概ね１００人未満に限定することで、より決め細やかな給与の計算、管理サービ

　　　みの受託は、５０％の範囲内で増額報酬となります。
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H22.09.01改

（消費税込み）

（消費税込み）

（消費税込み）

（消費税込み）

（消費税込み）

（消費税込み）

（消費税込み）

人数 ３０人未満 ３０～４９人 ５０～９９人 １００～１９９人 ２００～２９９人 ３００～４９９人 ５００人以上
月額報酬 ２０,０００円 ３０,０００円 ４５,０００円 ６５,０００円 ８５,０００円 １１０,０００円
消費税 １,０００円 １,５００円 ２,２５０円 ３,２５０円 ４,２５０円 ５,５００円

人数 ３０人未満 ３０～４９人 ５０～９９人 １００～１９９人 ２００～２９９人 ３００～４９９人 ５００人以上
月額報酬 ３０,０００円 ５０,０００円 ８０,０００円 １２０,０００円 １６０,０００円 ２００,０００円
消費税 １,５００円 ２,５００円 ４,０００円 ６,０００円 ８,０００円 １０,０００円

別途協議

（１）一般的な就業規則及び附属諸規程
の作成、改訂

就業規則及び附属諸規程を継続的に点検し、改善・改訂の提案、及びその運用で発生する事柄の相談業務
を、月を単位として継続的に受託する場合の顧問報酬

（２）当事務所方式による就業規則及び附

③就業規則等の変更

・３０人以上事業所；　　「７、労務監査/組織診断」就業規則及び付属諸規程の監査報酬によります。

　（３）分析、企画等の実務作業は、当事

　（２）社員６０人程度で、月に２回、各３時間程度のプロジェクト作業を中心

社内で作成したが「現行法令とマッチしているか不安だ」、「何か足りないのではないか不安だ」・・・等の場合は、
当事務所が御社の就業規則及び附属書規程を分析し、①関係法令に適合しているか、②労使トラブルの発生リ
スクがあるか。などを診断します。さらに、診断結果からどのように直せばいいのか、どの様な点を補足すれば良
いのか、ご提案致します。

３） 就業規則の診断

　　　プロジェクトの編成

２１０,０００～６３０,０００円
①就業規則の新規作成

②賃金規定の新規作成
　５２,５００～２１０,０００円

　　属諸規程作成（社員１００人未満を対象） ②賃金規定の新規作成

《プロジェクト方式》

６，人事制度の構築、運用支援

　　　（注２）社員説明会等に出席し、就業規則などの説明を必要とする場合は、別途報酬とさせていただきます。。

　（２）月２回　　１回３時間程度のプロジェ

人事制度（役割等級制度、評価制度、給与・賞与制度、目標管理制度など）構築・改善コンサルの報酬

　　　　　　　構築ｺﾝｻﾙの方法

１０５,０００～４２０,０００円
　　賞与制度などを含む）

・３０人未満事業所；　　５０，０００円～２００，０００円の範囲内で個別相談とさせて頂きます。（消費税は別途）

１）

　５２,５００～１５７,５００円

　　　による作業を中心にして完成、導入まで３ヶ月の場合　　　１２０万円

１５７,５００～３１５,０００円

　（１）社員３０人程度で、月に２回、各３時間程度の個別打ち合わせ方式

顧問報酬（人事制度の構築後、期待した成果が得られるように継続してご支援させて頂きます。）

　事業主などとの個別打ち合わせを重
ねて作成、完成します。その他はプロ
ジェクト方式に同じく。

　（１）貴社と当事務所スタッフによる

２） 人事制度の構築後の運用支援及び人事制度に関する相談・助言を、月を単位として継続的に受託する場合の

１）

５，就業規則の作成・改定、運用支援

③就業規則等の変更

　　　（注１）労働基準監督署長に就業規則の届け出を必要とする場合は、日当及び交通費を別途受領いたします。

④その他の附属諸規程の作成

　　　クトによる作業

　　　務所スタッフが当事務所で行います。

　（３）社員１２０人程度で、月に２回、各３時間程度のプロジェクト作業を中

２）

別途協議

各　５２,５００～１５７,５００円

　（簡易な等級制度､評価制度、給与・

３１５,０００～９４５,０００円

《個別打ち合わせ方式》

　が異なります。ご要望をヒアリングのうえ、お見積もりをさせて頂きます。　（４）６～１２ヶ月間のコンサル期間

プロジェクト方式の８０％を標準とし、ご要望をヒアリングのうえ、お見積
もりをさせて頂きます。

①就業規則の新規作成

就業規則及び附属諸規定の作成報酬（新規、改訂）

報酬の目安

　　　にして完成、導入まで６ヶ月の場合　　　　　　　　　　　　　２４０万円

　　　心にして完成、導入まで１０ヶ月の場合　　　　　　　　　　　４００万円
　会社の規模、社員数のほか、業種、社員区分の種類等によって報酬額
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標準作業

人数 ３０人未満 ３０～４９人 ５０～９９人 １００～１９９人 ２００～２９９人 ３００～４９９人 ５００人以上
月額報酬 ３０,０００円 ４５,０００円 ６０,０００円 ８０,０００円 １００,０００円 １３０,０００円
消費税 １,５００円 ２,２５０円 ３,０００円 ４,０００円 ５,０００円 ６,５００円

人数 ３０人未満 ３０～４９人 ５０～９９人 １００～１９９人 ２００～２９９人 ３００～４９９人 ５００人以上
月額報酬 ３０,０００円 ４５,０００円 ６０,０００円 ８０,０００円 １００,０００円 １３０,０００円
消費税 １,５００円 ２,２５０円 ３,０００円 ４,０００円 ５,０００円 ６,５００円

２）

１）

３１５，０００円

　　　１）人事制度の運用状況の診断

　　　２）労務指標の分析・診断

　　　１）就業規則、附属諸規程の監査

　　　２）就業規則、附属諸規定運用監査

　　　３）労働・社会保険の事務処理監査

３１５，０００円

実３週間

　簡易監査；労働基準監督署などの調
査　　　を想定した重点事項の監査

５２５，０００円

事業所規模

従業員の悩みや疑問（例；セクハラ・パワハラ相談、労務管理の苦情相談、労働社会保険の相談）を気軽に相談できる社

　　　　　　労務監査/組織診断

５０人以上は別途見積もり

企業における労務管理の現状を把握し、問題点を明確にし、必要な改善を行うことで、企業の潜在的なリスクを予め除

２１,０００円（消費税込み）申請１回につき
１０,５００円（消費税込み）

２１,０００円（消費税込み）

申請１回につき

申請１回につき

申請１回につき
１０,５００円（消費税込み）

４２,０００円（消費税込み）

３１,５００円（消費税込み）
２１,０００円（消費税込み）

申請１回につき

６３,０００円（消費税込み）申請１回につき

２１,０００円（消費税込み）

３１,５００円（消費税込み）

必要に応じて、労務監査、組織診断による改善指摘事項の是正に関する相談・助言を、月を単位として継続的に受託

　　　３）社員の意識調査 ５２５，０００円 ５０人以上は別途見積もり 実４週間

外相談窓口を受託する場合の月額報酬です。（会社担当者への定期報告費用も含む）

する場合の顧問報酬（改善・指摘事項の是正作業、実務の受託は別途報酬となります。）

別途協議

８，社外相談窓口の受託

　　（注１）業務の受託時に、相談体制構築費用として、別途１ヶ月分を受領致します。
　　（注２）従業員からの相談方法は、原則としてメールで行います。但し、緊急など特段の事情がある場合は、電話、

　　ファックスでも対応します。
　　（注３）改善案の提示、当事者との面談の立ち会いなどは、別途報酬とさせて頂きます。

申請１回につき ６３,０００円（消費税込み）
（一般的なもの）

９，その都度（スポット）手続

　　労働・社会保険諸法令、労働諸法令に基づく行政機関等に提出する書類の作成・提出等をその都度受託する場合の報酬

申請１回につき ２１,０００円（消費税込み）　　　１）労災保険給付請求関係　　　　　　　　（簡単なもの）

申請１回につき

　（１）　労働・社会保険（給付関係）書類の作成、提出

１０,５００円（消費税込み）

　　　５）その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　（簡単なもの）

　　　３）健康保険給付請求関係　　　　　　　　（簡単なもの）

　　　４）年金保険給付請求関係　　　　　　　　（簡単なもの）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複雑なもの）

（一般的なもの）

（一般的なもの）

（一般的なもの）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複雑なもの）

申請１回につき

申請１回につき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複雑なもの）

申請１回につき

申請１回につき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複雑なもの）

　　　２）雇用保険給付請求関係　　　　　　　　（簡単なもの）

４２,０００円（消費税込み）

（一般的なもの） 申請１回につき

３１５，０００円

５０人以上は別途見積もり 実３週間

報酬（税込み）

別途協議

５０人以上は別途見積もり

去することなどで、企業が健全に発展することを意図した労務監査、組織診断の報酬です。

７，労務監査/組織診断

実３週間

５０人以上は別途見積もり 実４週間

　　上記の１分野につき
各２１０，０００円

５０人以上は別途見積もり 実２週間

５２５，０００円 ５０人以上は別途見積もり 実４週間
組
織
診
断

総
合
監
査

組
織
診
断
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３１,５００円（消費税込み）申請１回につき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複雑なもの）
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顧問先事業所
初回時　無　料
２回目以降　　５，２５０円/３０分

１人増すごとに１，０５０円加算

　（７）　労働者派遣事業手続き

　１時間につき　１０，５００円

３１,５００円（消費税込み）

２１,０００円（消費税込み）

　　　　最適賃金の算出

１枚につき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複雑なもの）

解決金の　１０．０５％

※解決金は、金銭で解決するすべてのものを含みます。　但し、成功報酬が１０，５００
円に満たない場合は、１０，５００円とします。

５２，５００円

２１,０００円（消費税込み）
申請１回につき

　（９）　採用面接、試験の代行など

　　　　申請手数料

　　　３）労働者派遣事業報告・変更など

（一般的なもの）

　　　２）特定労働者派遣事業届

　（８）　助成金・奨励金の申請、求人申し込み

被申請人の場合

　　　１）相談報酬

申請１回につき

　　　１）一般労働者派遣事業許可申請・更新

難易度により助成金給付額の１０％～２０％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（簡単なもの）

申請人の場合

３１,５００円（消費税込み）

報酬は個別に相談させて頂きます。

　（６）　労基法、安衛法などに基づく書類の作成、提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複雑なもの） 申請１回につき

１０,５００円（消費税込み）申請１回につき

就業規則及び付属諸規程（５，就業規則の作成）による。

５２,５００円（消費税込み）

　　　２）社会保険（健康保険・厚生年金）

３１,５００円（消費税込み）

　（５）　その他の労働・社会保険関係書類の作成、提出

４２,０００円（消費税込み）
１０人以上

１人増すごとに１，０５０円加算

５２,５００円（消費税込み）

２１,０００円（消費税込み）
１人増すごとに５２５円加算

　　　　中途採用求人票の作成・提出
　　　５）求人の申し込み

　　　２）育児休業給付申請（１人ごと）

　　　１）高年齢雇用継続給付申請（１人ごと）

　　　４）その他の助成金申請手数料
　　　３）介護休業給付申請（１人ごと）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（簡単なもの）

　　　１）労働保険（労災保険・雇用保険）

１５，７５０円/１時間

申請１回につき
３１,５００円（消費税込み）

　　　　　　　旅　費

　　　なものについての書類区分は別途定めます。

　１時間につき　１５，７５０円

５２,５００円（消費税込み）

２１,０００円（消費税込み）

（一般的なもの）
１０,５００円（消費税込み）申請１回につき

　　　１）社員採用面接　２）社員採用試験

　　　２）旅費・日当　　　　　（依頼業務により出張した場合）

　　　３）採否通知書などの必要文書、書類の作成、送付

    　 １）あっせん相談

　（１０）　個別労働紛争、あっせん代理業務

陳述　　　３)あっせん期日

　　　４）成功報酬

スポット受託

　（１１）　相談・旅費・日当・調査立ち会い

　　　　新卒求人票の作成・提出

　　　３）関係官庁調査立会（資料収集など付随業務も含む）

実　費
　　　　　　　日　当 ５２，５００円

　　（注１）労働・社会保険諸法令、労働諸法令に基づく書類の作成・提出における、簡単なもの、一般的なもの、複雑

申請１回につき

請求額と解決金の差額に対して　１０．０５％

無　料

※着手金には、事前調査料及びあっせん申請書、答弁
書作成・提出料を含みます。

　　　２）あっせん受託 着手金

別途協議

２１０,０００円（消費税込み）

３１,５００円（消費税込み）

１０５,０００円（消費税込み）
　　５２,５００円（消費税込み）

申請１回につき

申請１回につき

１０人以上

１０人以上

１人増すごとに１,０５０円加算

１人増すごとに１，０５０円加算

　（４）　労働・社会保険の新規適用手続き

１人増すごとに１，０５０円加算１０人以上
　　　２）社会保険算定基礎届
　　　１）労働保険確定・概算申告 １０人以上

　　　２）報酬月額変更届

　（３）　賞与支払届、報酬月額変更届
　　　１）賞与支払届

　（２）　労働・社会保険保険料の算定・申告

１０人以上
２１,０００円（消費税込み）

５２,５００円（消費税込み）
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月額管理費 月額管理費

6,000 8,000
8,000 12,000

11,000 17,000
15,000 23,000
19,000 29,000
23,000 35,000
27,000 41,000
32,000 49,000
38,000 57,000
44,000 65,000
51,000 75,000
59,000 85,000
67,000 95,000
77,000 108,000
87,000 121,000
97,000 134,000

107,000 152,000
119,000 175,000

１）

２）

8,400

一般事業所
月額消費税込み

　　　　　　１１～１５人

99,750

101,850

89,250

159,600

91,350
140,700

112,350

61,950

68,250

36,750

59,85039,900

24,150

月額消費税込み

報酬額の基準は、２時間程度で１０５，０００円～３１５,０００円（消費税込み）を標準とします。

１１，研修会、講演会の講師等

　　（注３）労災保険のみの加入事業所は、上記事務管理費の８０％とし、千円未満は四捨五入とします。

　　（注１）労働保険事務委託書による委託事務の範囲を超える業務を含む場合は、別途相談させて頂きます。

124,950　　　　　２５１～３００人
　　　　　２１１～２５０人

　　（注２）対象人数には、事業主など労災保険特別加入者を含めます。短時間勤務者で雇用保険資格取得要件

会場の状況により交通費、宿泊費、日当が別途必要になります。研修会、講演会のテーマによっては、資料代が別途

30,450

建設関係事業所

　　　　　１５１～１８０人
　　　　　１２１～１５０人

労働法令、人事・労務管理など、当事務所業務に関係するテーマでの、研修会、講演会の講師を受託致します。

113,400
127,050

必要になる場合ががあります。

43,050
51,450

183,750

70,350

78,750

　　　　　　に該当しない場合に限り二人で一人と数えます。

　　（注６）事務管理費には、労働管理協会会費；年額１,２００円を含みます。

33,600

17,850
12,600

46,200

１０，労働保険事務組合の事務管理費（労働管理協会）

　　　　　１８１～２１０人

　　　　　　２６～３０人
　　　　　　２１～２５人
　　　　　　１６～２０人

　　（注４）事業所の新規加入手続料、１０人未満を２０，０００円、１０人以上を３０，０００円とします。
　　（注５）事業所都合による委託解除手続料、１０人未満２０，０００円、１０人以上３０，０００円とします。

　　　　　　５１～６０人

11,550　　　　　　　６～１０人
　　　　　　　３～５人

6,300

　　　　　　４１～５０人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位；円

　　　　　　３１～４０人
28,350

80,850

　　　　　　８１～１００人
　　　　　１０１～１２０人

　　　　　　６１～８０人

8,400
　　　　　　　１～２人

15,750

 平成１７年４月１日改訂

53,550

19,950
24,150

　

7 / 7 ページ


